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被選奨者を代表して亀西様
が謝辞を述べられました。

11
月
8
日
、
市
役
所
で
令
和
６
年
度

五
條
市
選
奨
式
を
挙
行
し
ま
し
た
。

　
こ
の
選
奨
式
は
、
市
民
の
福
祉
や
生

活
の
向
上
、
市
の
文
化
や
自
治
の
振
興
な

ど
に
貢
献
し
、そ
の
功
績
が
顕
著
な
方
々

を
表
彰
す
る
も
の
で
、
本
年
は
11
名
の

方
々
が
受
賞
さ
れ
ま
し
た
。

後列左から　井上教育長、田野瀬代議士ご代理小畑秘書、馬場様、神末様、宮倉選奨
　　　　　　審査委員、福塚副市長
中列左から　斎藤県議会議員、宮西様、森本様、北山様、田中様、田原選奨審査委員
前列左から　下村様、林様、亀西様、平岡市長、福塚市議会議長、巽様、峯林様

多年にわたる活躍・功績を称え、平岡市長
から表彰状・記念品が贈られました。

受
賞
者
は
、次
の
方
々
で
す
。【
氏
名
、年
齢
、主
な
功
績
】

か
め
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し
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う
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長
年
に
わ
た
り
各
分
野
で
ご
尽
力
さ
れ
た
ご
功
績
に
よ
り
、
こ
の
ほ
ど

栄
え
あ
る
叙
勲
を
受
章
さ
れ
ま
し
た
。
今
ま
で
の
ご
功
績
に
深
く
敬
意
を

表
し
ま
す
と
と
も
に
、
ご
健
勝
を
お
祈
り
い
た
し
ま
す
。

【
氏
名
、
年
齢
、
功
績
（
経
歴
）、
住
所
】※

受
章
時
点
の
情
報
で
す
。

12 月 10 日「人権デー」  12 月 4日～ 10日「人権週間」
人権に関する悩みごと相談してください

◆相談窓口一覧（平日8時30分～17時15分）

◆特設人権相談所（12月5日（木）10時～15時）
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5 万人の森公園
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エコ･リレー
センターごじょう
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至 田園
至 五條市街

京
奈
和
自
動
車
道

国道
24号
国道
24号

県道 261 号
（通称：山麓線）
県道 261 号

（通称：山麓線）

至 御所市

至 御所市

北宇智大橋東詰
交差点

北山大橋東詰
交差点

12月 29 30日（日） 日（月）

指定袋ごみ：5万人の森公園
計 量 ご み：ｴｺ･ﾘﾚｰｾﾝﾀｰごじょう
で受け入れます

9時～16時
※時間厳守

年末年始のごみ収集日
エコ・リレーセンターごじょう　　２４－４１１１

【計量ごみの事前申請・その他問合先】
　　  エコ・リレーセンターごじょう
　　  ２４－４１１１

【受入場所・申込方法】

■１２月２日から現行の健康保険証は新たに発行されなくなり、マイナンバーカードでの保険証利
　用（マイナ保険証）を基本とする仕組みに移行します。まだマイナ保険証を持っていない人は、
　マイナンバーカードの取得、マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしてください。

■マイナンバーカードの取得または保険証の利用登録がまだの人も、１２月２日以降、新たに
　五條市の国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入される場合は、保険証に代わる「資格確
　認書」で保険診療を受けられます。

■五條市国民健康保険・奈良県後期高齢者医療保険の加入者は、現行の保険証を令和７年７月
３１日まで使うことができます。

◆申請不要で「資格確認書」が交付される人
　・マイナ保険証を持っていない人
　・新たに後期高齢者になった人（来年 7月末まで）
◆申請することで「資格確認書」が交付される人
　・マイナ保険証での受診が困難な人（高齢や障がいにより介助が必要な人など）
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シニア世代の生きがいと健康づくり

乳がん検診（40歳以上）・子宮頸がん検診（20歳以上）
2月28日（金）までに受診しましょう

防犯灯の新設や
LED灯への交換費用を補助します

イノシシ、シカ、ニホンザル対策
金網柵・電気柵を設置しませんか
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柿を使ったレシピ　～つくってみよう♪～

こし餡　２００ｇ

空き地は適正に管理してください

消費生活相談メモ

訪問購入（大切な貴金属が持ち去られたなどの事例 )

　「一人で居る時に突然訪問を受け、目を離した隙に大事にしていた貴金属を持ち去られた」「業
者が帰ったあと指輪がなくなっていた」「身に着けていた大切な指輪を強引に要求された」など
といった、きっかけは訪問購入に見える犯罪まがいの深刻なトラブルが起きています。

　  毎週水曜日 10時～15時
　  市役所 1階情報公開室（12月18日(水)は、2階会議室2-9）
　  消費生活相談窓口 ※水曜日以外は産業観光課 産業振興係へ

◎なお、訪問購入においては、消費者は特定商取引法に定める書面を受け取った日から数えて
　８日以内であればクーリング・オフをすることができます、また、クーリング・オフが認め
　られる期間内は購入業者に対して物品の引渡しを拒むことが可能です。

（１）突然訪問してきた購入業者は、決して家に入れないようにしましょう。
（２）購入業者から電話がかかってきても、安易に訪問を承諾しないようにしましょう。
（３）購入業者から勧誘を受けて訪問を承諾する場合は、一人で対応しないようにしましょう。
（４)  購入業者との間でトラブルになった場合は、最寄りの消費生活相談窓口に相談しましょう。

また、身の危険を感じた場合や盗難被害にあったおそれがある場合は直ちに 110 番通報し
　　 ましょう。

償却資産（固定資産税）
申告期限は1月31日（金）です

◆償却資産とは？

◆申告方法

◆税額の計算方法は？
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いつものごはんに

「やさしおベジ増し」＋１ アピアランスケア支援

骨髄移植ドナー支援
こつ ずい



いつものごはんに

「やさしおベジ増し」＋１ アピアランスケア支援

骨髄移植ドナー支援
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五條学

デジタル版
「五條学」はこちら➡
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賀名生の里歴史民俗資料館お正月企画
 あのう体験塾「ミニ門松を作ろう！」
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（４）時間外勤務手当（普通会計）

職員の手当の状況
（１）期末・勤勉手当の状況（令和５年度）
　　  ※支給率は国と同じ

（２）退職手当の状況（令和５年度）※支給率は国と同じ

（１）人件費の状況（普通会計決算）
総括

区分 
住民基本台帳人口 

（令和６年1月1日） 
歳出額（Ａ） 人件費（Ｂ） 

人件費率 

（Ｂ／Ａ） 

(参考)R4年度の

人件費率 

R5年度 27,477 人 18,246,912千円 3,267,720千円 17.9％ 17.5％ 
※人件費には、特別職・議員に支給する給料・報酬などを含みます。
※普通会計とは、五條市の場合、一般会計と墓地事業特別会計および大塔診療所特別会計を含めた数値で、一部の経費を相殺しています。

（２）職員給与費の状況 (普通会計決算）

区分 職員数（Ａ） 
給与費 １人当り 

給与費(B/A) 給料 職員手当 期末・勤勉手当 計（Ｂ） 

R5年度 325人 1,165,765千円 224,313千円 463,799千円 1,853,877千円 5,705千円 
※職員手当には退職手当を含みません。　※職員数は、令和５年 4月 1日現在の人数です。

（２）職員の初任給および経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和６年4月1日現在）

平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 

41.6歳 309,934円 362,763円 

職員の平均給料月額、初任給等の状況
（１）職員の平均年齢、平均給料月額の状況（令和６年 4月 1日現在）
①一般行政職 ②技能労務職 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 

56.3歳 353,975円 396,815円 
※「平均給料月額」とは、令和 6年 4月 1日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均です。
※「平均給与月額」とは、平均給料月額と毎月支払われる諸手当（扶養手当、住居手当、時間外勤務手当など）との合計額の平均です。

期末手当 勤勉手当 1人当たり平均支給額 

2.45月分 2.05月分 1,448千円 

※退職手当の 1人あたり平均支給額は、令和５年度に退職した
　全職種に係る職員に支給された退職手当の平均額です。

（３）特殊勤務手当（普通会計）

支給実績（R5年度実績） 328 千円 
支給職員 1 人当たり平均
支給年額 14,261円 

職員全体に占める手当支給
職員の割合 7.0％ 

手当の種類（手当数） ４ 
区分 自己都合 応募認定・定年 

支
給
率 

勤続 20年 19.6695月分 24.586875月分
勤続 25年 28.0395月分 33.27075月分 
勤続 35年 39.7575月分 47.709月分 
最高限度 47.709月分 47.709月分

その他の加算措置 定年前早期退職特別措置（2～45%）

1人当たりの平均支給額 5,289千円 20,101千円 

支給実績（R5年度実績） 92,634千円 

支給職員 1人当たり平均支給年額 391千円 

支給実績（R4年度実績） 107,170千円 

支給職員 1人当たり平均支給年額 454千円 

        経験年数 
区分 初任給 10～15年未満 15～20年未満 20～25年未満 25～30年未満 

一般行政職 
大学卒 196,200円 274,000円 304,200円 357,000円 380,600円 

高校卒 166,600円 260,300円 ※  316,100円 366,500円 

技能労務職 高校卒 166,600円 該当者なし 該当者なし  該当者なし 
※該当職員が 1人であるため、個人情報保護の観点から非表示としています。
注）経験年数とは、卒業後直ちに採用され引き続き勤務している場合の採用後の年数です（前職がある場合は前職
　での経験年数を加味しています）。

特別職の報酬等の状況（令和６年 4月 1日現在）
区分 給料月額等 期末 

手当 
退職手当 

算定方式 支給時期 

給
料
・
報
酬 

市長 811,000円  
2.95月 

給料月額×在職月数×54/100 
任期満了、もしくは
退職または死亡した時 副市長 684,000円  給料月額×在職月数×31.5/100 

教育長 606,000円  給料月額×在職月数×27/100 
議長 538,000円 

3.25月  副議長 469,000円 
議員 418,000円 

（５）その他の手当（普通会計）

手当名 内容および支給単価 国の制度 
との異同 

支給実績 
（R5年度） 

支給職員平均 
支給年額 

扶養手当 同じ 30,495千円 219,389円 

住居手当  28,000借家・借間居住者 最高限度額 円   同じ 13,402千円 279,209円 

通勤手当 
交通機関利用者は55,000円まで全額支給。
自動車等使用者・2km未満は不支給、2km以上は距離により
2,000円～31,600円支給  

同じ 22,221千円 70,320円 

管理職手当 
 部長級 65,000 円、  次長級 57,000 円  

  同じ 56,439千円 466,439円 

配偶者6,500円、扶養親族　子10,000円（満16歳～満22歳
の子1人につき5,000円加算）、父母等6,500円

職員数の状況（令和６年 4月 1日現在）
（１）部門別職員数の状況と増減
　職員数は一般職に属する数　　※〔　〕内は条例定数の合計

増減理由：定年退職者 1人・応募認定退職者 なし・自己都合等退職者 23人  計 24 人、新規採用者 30人

区 分 
部  門  

職員数 対前年 
増減数 R5年  R6年  

普 
通 
会 
計 
部 
門 

一
般
行
政
部
門 

議会  4 0 
総務 90 5
税務  16 0
労働  0 0 
農林水産 23 1
商工  7 1 
土木 37 0  
民生 45 
衛生  30 

8小 計 252
△1 

教育部門  80 △1 
普通会計合計  332 7  

会公 
計営 
部企 
門業 
等 

水道  13 0  
下水道 2 0
その他  21 △1 
小 計 36 △1 

合 計 

 
368
〔444〕 
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85 
16 
0 
22
6
37
43 
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244
81 
325 
13 
2 
22 
37  
362
〔444〕 

（２）年齢別職員構成の状況
区分 職員数 

20歳未満 0 
20歳～23歳 10 
24歳～27歳 31 
28歳～31歳 42 
32歳～35歳 40 
36歳～39歳 37
40歳～43歳 30 
44歳～47歳 38 
48歳～51歳 51 
52歳～55歳 39 
56歳～59歳 37 
60歳以上 13
合 計 368

公平委員会の状況（R５年度） 

報告事項 件数 

勤務条件に関する
措置の要求  

０ 

不利益処分に関す
る審査請求  1 

2

市職員の給与状況等をお知らせ

課長級 49,000 円、  課長補佐級 34,000 円

※令和 5年 7月 1日から令和 6年 6月 30日までの間、給料については、市長は 648,800 円、副市長は 615,600 円、
　教育長は 545,400 円に減額されています。

　　人事課 人事給与係します

該当者なし



（４）時間外勤務手当（普通会計）

職員の手当の状況
（１）期末・勤勉手当の状況（令和５年度）
　　  ※支給率は国と同じ

（２）退職手当の状況（令和５年度）※支給率は国と同じ

（１）人件費の状況（普通会計決算）
総括

区分 
住民基本台帳人口 

（令和６年1月1日） 
歳出額（Ａ） 人件費（Ｂ） 

人件費率 

（Ｂ／Ａ） 

(参考)R4年度の

人件費率 

R5年度 27,477 人 18,246,912千円 3,267,720千円 17.9％ 17.5％ 
※人件費には、特別職・議員に支給する給料・報酬などを含みます。
※普通会計とは、五條市の場合、一般会計と墓地事業特別会計および大塔診療所特別会計を含めた数値で、一部の経費を相殺しています。

（２）職員給与費の状況 (普通会計決算）

区分 職員数（Ａ） 
給与費 １人当り 

給与費(B/A) 給料 職員手当 期末・勤勉手当 計（Ｂ） 

R5年度 325人 1,165,765千円 224,313千円 463,799千円 1,853,877千円 5,705千円 
※職員手当には退職手当を含みません。　※職員数は、令和５年 4月 1日現在の人数です。

（２）職員の初任給および経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和６年4月1日現在）

平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 

41.6歳 309,934円 362,763円 

職員の平均給料月額、初任給等の状況
（１）職員の平均年齢、平均給料月額の状況（令和６年 4月 1日現在）
①一般行政職 ②技能労務職 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 

56.3歳 353,975円 396,815円 
※「平均給料月額」とは、令和 6年 4月 1日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均です。
※「平均給与月額」とは、平均給料月額と毎月支払われる諸手当（扶養手当、住居手当、時間外勤務手当など）との合計額の平均です。

期末手当 勤勉手当 1人当たり平均支給額 

2.45月分 2.05月分 1,448千円 

※退職手当の 1人あたり平均支給額は、令和５年度に退職した
　全職種に係る職員に支給された退職手当の平均額です。

（３）特殊勤務手当（普通会計）

支給実績（R5年度実績） 328 千円 
支給職員 1 人当たり平均
支給年額 14,261円 

職員全体に占める手当支給
職員の割合 7.0％ 

手当の種類（手当数） ４ 
区分 自己都合 応募認定・定年 

支
給
率 

勤続 20年 19.6695月分 24.586875月分
勤続 25年 28.0395月分 33.27075月分 
勤続 35年 39.7575月分 47.709月分 
最高限度 47.709月分 47.709月分

その他の加算措置 定年前早期退職特別措置（2～45%）

1人当たりの平均支給額 5,289千円 20,101千円 

支給実績（R5年度実績） 92,634千円 

支給職員 1人当たり平均支給年額 391千円 

支給実績（R4年度実績） 107,170千円 

支給職員 1人当たり平均支給年額 454千円 

        経験年数 
区分 初任給 10～15年未満 15～20年未満 20～25年未満 25～30年未満 

一般行政職 
大学卒 196,200円 274,000円 304,200円 357,000円 380,600円 

高校卒 166,600円 260,300円 ※  316,100円 366,500円 

技能労務職 高校卒 166,600円 該当者なし 該当者なし  該当者なし 
※該当職員が 1人であるため、個人情報保護の観点から非表示としています。
注）経験年数とは、卒業後直ちに採用され引き続き勤務している場合の採用後の年数です（前職がある場合は前職
　での経験年数を加味しています）。

特別職の報酬等の状況（令和６年 4月 1日現在）
区分 給料月額等 期末 

手当 
退職手当 

算定方式 支給時期 

給
料
・
報
酬 

市長 811,000円  
2.95月 

給料月額×在職月数×54/100 
任期満了、もしくは
退職または死亡した時 副市長 684,000円  給料月額×在職月数×31.5/100 

教育長 606,000円  給料月額×在職月数×27/100 
議長 538,000円 

3.25月  副議長 469,000円 
議員 418,000円 

（５）その他の手当（普通会計）

手当名 内容および支給単価 国の制度 
との異同 

支給実績 
（R5年度） 

支給職員平均 
支給年額 

扶養手当 同じ 30,495千円 219,389円 

住居手当  28,000借家・借間居住者 最高限度額 円   同じ 13,402千円 279,209円 

通勤手当 
交通機関利用者は55,000円まで全額支給。
自動車等使用者・2km未満は不支給、2km以上は距離により
2,000円～31,600円支給  

同じ 22,221千円 70,320円 

管理職手当 
 部長級 65,000 円、  次長級 57,000 円  

  同じ 56,439千円 466,439円 

配偶者6,500円、扶養親族　子10,000円（満16歳～満22歳
の子1人につき5,000円加算）、父母等6,500円

職員数の状況（令和６年 4月 1日現在）
（１）部門別職員数の状況と増減
　職員数は一般職に属する数　　※〔　〕内は条例定数の合計

増減理由：定年退職者 1人・応募認定退職者 なし・自己都合等退職者 23人  計 24 人、新規採用者 30人

区 分 
部  門  

職員数 対前年 
増減数 R5年  R6年  

普 
通 
会 
計 
部 
門 

一
般
行
政
部
門 

議会  4 0 
総務 90 5
税務  16 0
労働  0 0 
農林水産 23 1
商工  7 1 
土木 37 0  
民生 45 
衛生  30 

8小 計 252
△1 

教育部門  80 △1 
普通会計合計  332 7  

会公 
計営 
部企 
門業 
等 

水道  13 0  
下水道 2 0
その他  21 △1 
小 計 36 △1 

合 計 

 
368
〔444〕 
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（２）年齢別職員構成の状況
区分 職員数 

20歳未満 0 
20歳～23歳 10 
24歳～27歳 31 
28歳～31歳 42 
32歳～35歳 40 
36歳～39歳 37
40歳～43歳 30 
44歳～47歳 38 
48歳～51歳 51 
52歳～55歳 39 
56歳～59歳 37 
60歳以上 13
合 計 368

公平委員会の状況（R５年度） 

報告事項 件数 

勤務条件に関する
措置の要求  

０ 

不利益処分に関す
る審査請求  1 

2

市職員の給与状況等をお知らせ

課長級 49,000 円、  課長補佐級 34,000 円

※令和 5年 7月 1日から令和 6年 6月 30日までの間、給料については、市長は 648,800 円、副市長は 615,600 円、
　教育長は 545,400 円に減額されています。

　　人事課人事給与係します

該当者なし



スポーツウェルネス吹矢 ボッチャ モルック

　  

12月３日～９日は障がい者週間

作品展示＆ハートフル販売会

　  社会福祉課 福祉係

エコ・リレーセンターごじょう

　  　  



スポーツウェルネス吹矢 ボッチャ モルック

　  

12月３日～９日は障がい者週間

作品展示＆ハートフル販売会

　  社会福祉課 福祉係

エコ・リレーセンターごじょう

　  　  



大野屋
新町２丁目5-12
産業観光課 産業振興係

◆Café ことほぎ （カフェスペース）

　  　  

土曜日13時～

ティータイム
コンサート
　  

二十歳の集い スポーツ体験
フェス 2024

����������������������

　  



大野屋
新町２丁目5-12
産業観光課 産業振興係

◆Café ことほぎ （カフェスペース）

　  　  

土曜日13時～

ティータイム
コンサート
　  

二十歳の集い スポーツ体験
フェス 2024　  



▼転出の届出は、マイナンバーカードを使ってオンライン（マイナポータル）で手続できます。　
　　（その後、転入先の市区町村窓口で手続が必要。また、国内の異動に限ります。）
▼１２月２９日（日）～１月３日（金）は、証明書のコンビニ交付サービスが終日利用できません。

　本人通知制度は、第三者による住民票や戸籍謄本などの証明書の不正取得を防ぐため、
本人以外の第三者（弁護士や司法書士等）に証明書を交付した場合、事前登録した本人
へ交付の事実を通知する制度です。事前登録は市民課で受け付けています。なお、本籍
地が五條市外の人は、本籍地の市区町村へ問い合わせてください。

◆戸籍等請求の本人通知制度

◆マイナンバーカードの手続は事前予約を

◆マイナンバーカードの特急発行について

　健康保険証がマイナ保険証を基本とする仕組みに移行すること（P.５）やカード・電
子証明書は更新が必要であることなどから、窓口でのマイナンバーカードの手続が増加し
ています。窓口混雑の緩和と待ち時間の短縮のため、事前予約をお願いします。また、
休日開庁日（P.23）も活用してください。

　乳児（満 1歳未満）、紛失等による再交付、国外からの転入者など、特に速やかな交付が
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